
 

７月７日(月) １３：３０～（９0分程度） 富田地区市民センター ２階ホール 

介護予防 !! 動きやすい服装でお越しください。 

●対 象：おおむね 65 歳以上の市民の方 ●申込み・参加費不要 

●持ち物：タオル・飲み物   ●問合せ：高齢福祉課 354-8170 

 

 

メンテナンス作業のため、下記のとおりコンビニ交付サービス業務を停止します。ご迷惑

をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

■一時停止日時 

７月１６日（水）終日    停止するサービス ・すべての証明書 

                 【問合せ】市民課 ☎354-8152  FAX359-0282 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回覧 

お知らせＮＯ.６ 令和７年６月２０日号 

♪富田こども園  あそぼう会 9：30～11：30 
３日(木)・ ７日(月)・１０日(木)・1４日(月) 

                    １７日(木)・２４日(木)・２８日(月)・３１日(木) 
                                        園庭開放 9：30～11：30 

２日(水)・９日(水)・２３日(水)・３０日(水) 

♪富田文化幼稚園 園開放 未就園児 10：00～11：30 
２日(水)・  ７日(月)・９日(水)・１４日(月) 

 ２3 日(水)・３０日(水) 

からのご案内

 富田浜会館      ７月１日（火）１０：５０～１１：２０ 

市民センター  ７月４日（金）１０：１０～１１：１０ 

自動車文庫 
の日程 

１ 

 

コンビニ交付サービスの一時停止について 

 

  

この運動は、犯罪や非行の防止を図るとともに、過ちに陥った人たちの更生について理解を

深め、明るい社会を築こうとするものです。この運動を支える募金「愛の資金」へ皆さまのご

協力をお願いします。 

また、犯罪や非行から更生しようとしている人を、地域の中で支援しているのが保護司です。

犯罪や非行のない地域社会をつくるために、各地区で活動しています。 

 

７月は「社会を明るくする運動」強調月間です 
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今年度の体育委員・スポーツ推進委員が決まりました。よろしくお願いします。（敬称略） 

町 名 委員名 町 名 委員名 町 名 委員名 

西町第一 倉谷 宗守 城町 佐藤 俊輔 茂福南ノ町第二 石川 敏彦 

西町第二 寺村 秀己 南魚町 渡邉 剛弘 東茂福町第一 水谷 勇哉 

西町第三 丹羽 浩一 寺町 渡部 浩 東茂福町第二 笹岡 和代 

西町第四 服部 輝巳 本町 森谷 雄志 北鵤町第一 川上 慎次 

中町 宍戸 大徳 北魚町 伊藤 光一 北鵤町第二 中島 啓介 

南町 林  優 中川町 保村 孝司 北鵤町第三 南川 智仁 

西古川町 橋本 剛 天神町 大村 起元 北鵤町第四 妻鳥 真行 

東古川町 八重樫 信哉 蛭子町 川村 憲一郎 四五六町 村松 トヨ 

宮町 田代 博 新町一区 野口 まさお 富田浜元町北部 生野 哲也 

代官町 野崎 俊彦 新町二区 高林 祐介 富田浜元町南部 高橋 秀幸 

丸の内町一区 グェン・ヴァン ・クォン 北村町第一 高尾 智子 富田浜町北部 寺本 裕英 

丸の内町二区 安田 真也 北村町第二 増田 広幸 富田浜町中部 藤谷 真弓 

丸の内町三区 山田 宣子 北村町第三 梅村 崇 富田浜町南部 伊藤 龍亮 

富田栄町第一 伊藤 恒司 北村町第四 岩田 静花 スポーツ推進委員 河北 裕喜 

富田栄町第二 渡邉 政幸 北村町第五 山下 法子 スポーツ推進委員 宍戸 大徳 

旭町 水谷 圭 茂福北ノ町 伊藤 秀樹 協 力 委 員 橋本 清美 

南納屋町 鈴木 宏行 茂福西ノ町 石川 千春 協 力 委 員 高橋 仁 

中納屋町 渡邉 和子 茂福中ノ町 金森 政樹 協 力 委 員 辻   隆 

北納屋町 藤田 平 茂福東ノ町 豊島 亮 協 力 委 員 荒木 政巳 

片町 田島 典明 茂福南ノ町第一 鈴木 敦雄 協 力 委 員 伊藤 光久 

  

 

令和７年度 体育委員・スポーツ推進委員 

新・増築の家屋調査にご協力ください 
  

令和７年１月２日以降に、家屋を新築または増築した人には、市役所資産税課から家屋調査

の手紙をお送りします。この調査は、来年度の固定資産税・都市計画税の課税の基礎となるも

のです。手紙が届きましたら調査にご協力をお願いします。 

また、相続・売買・贈与などにより未登記の家屋の名義変更をした場合は、「家屋補充課税

台帳登録者の変更届」の提出が必要です。家屋を取り壊したときもご連絡をお願いします。 

 

問い合わせ：資産税課家屋係 

☎354-8135 FAX 354-8309 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     結婚を祝福し、夫婦の新しい人生を応援するため、結婚祝金を交付しています。 

ぜひご活用ください。 

■対 象：次の条件をすべて満たす人 

（１）令和５年４月１日以降に結婚した夫婦 

    ※婚姻届出日から６か月以内に申請する必要がありますので、ご注意ください。 

（２）婚姻届提出日時点で、夫婦ともに３９歳以下で、いずれもこの結婚祝金の交付を受けていない方 

（３）結婚祝金の交付を申請する時点で、夫婦が本市に居住し住民登録がある方 

（４）結婚祝金の交付決定日から２年以上、夫婦が本市に定住する意思がある方 

（５）夫婦ともに税金を完納している方 

■交付額：１夫婦あたり１０万円 

■申 請：次の書類を直接、または郵送で、〒510-8601 こども未来課（総合会館 3 階）へ。 

（１）結婚祝金交付申請書 

（２）夫婦の戸籍謄本（夫婦ともに外国籍の方は婚姻届の受理証明書） 

（３）住民票（世帯全員、または夫婦） 

（４）夫婦それぞれの完納証明書（四日市市が発行するもの） 

※完納証明書は市役所２階市民税課で取得してください。各地区市民センター、市民窓口サービス

センターでは取得できませんので、ご注意ください。 

■申請期間：婚姻届出日から６か月以内 

■その他：・結婚祝金交付申請書は、こども未来課のほか、市民課、市民窓口サービスセンター、各地区

市民センター（中部を除く）でお渡ししています。市ホームページからも入手できます。 

・こども未来課にマイナンバーカードや運転免許証をお持ちいただくと、住所・名前などの基

本情報を交付申請書に印字します。 

■問い合わせ：こども未来課      ３５４－８０３８ 

 二次元コード   

市ホームページ  

「四日市市結婚祝金給付制度のご案内」 

３ 

 

結婚祝金給付制度のご案内 
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結婚を希望する独身の人を対象とした出会いイベントを行います。出会い・結婚応援！ 

「出会いイベント」に参加してみませんか。 

■日 時：７月２７日（日）午前１０時～午後５時３０分 

 時間 

第１部 10 時 00 分～12 時 00 分 

第２部 13 時 00 分～15 時 00 分 

第３部 15 時 30 分～17 時 30 分 

■場 所：ラ セーヌ マリアージュ四日市（四日市市伊倉一丁目） 

■対 象：市内に在住、または通勤するイベント当日に２０～３９歳の独身男女  

 対象年齢 

第１部 ２０～２９歳 

第２部 ２７～３４歳 

第３部 ３２～３９歳 

■参加費：１,０００円（フリードリンク付き） 

■定 員：各部男女各１０人（応募多数の場合は抽選） 

■内 容：１対１トークを中心とした出会いイベント 

■その他：参加者を対象にした事前ガイダンスあり 

■申込期間：令和７年７月２１日（月）午前９時まで 

■申し込み：四日市マリッジサポート事務局 専用ホームページから 

四日市マリッジサポート事務局 

（四日市市安島一丁目 トナリエ四日市４階 (株)デルタスタジオ内） 

            ３５５－１３２０ ＦＡＸ３５５－１３２１ 

 専用ホームページ https:// yokkaichi-marriagesupport.jp 

■担当課：こども未来課      ３５４－８０３８  

 

 

                 

第２回出会いイベント ～Match event １on１トークオンリー～ 



 

こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！ 

 

こども子育て交流プラザは、年末年始を除き毎日開館しています。 

主に小学生～高校生を対象にした季節の行事やスポーツ活動、創作活動など、さまざまなイベント

を開催しています。また乳幼児と保護者が楽しめる「すくすくタイム」や「赤ちゃん広場」も実施

しています。 

広い多目的ホール、工作室や図書室などの設備が充実した施設で雨の日も遊べます。ぜひ、ご来

館ください！！ 

 

【開館時間】 

9：00～19：00 

※小学生以下（保護者同伴でない場合）の利用は 17：00 までです。（5 月～8 月は 17：30 まで） 

※中高生の利用は 19：00 まで可能です。 

※開館中は随時、職員が清掃や消毒を行います。その際、一部利用を制限することがあります。 

ご了承ください。 

 

【主なイベント日時・内容】 

7月1日（火）

～6 日（日） 

10:00～

16:00 
短冊に願い事を書こう 

願い事を書いた短冊や七夕飾りを作ってプ

ラザに飾ります。 

対象/どなたでも 

※材料がなくなり次第終了 

7月5日（土） 10:30～

11:15 
小さな異変を見逃さない！STOP 熱中症～

暑い夏が来る前に知っトク熱中症予防対策

～ 

熱中症の危険性を救急救命士にお話しして

いただきます。 

対象/どなたでも 

協力/救急救命士 牧
まき

田
た

賢
けん

二
じ

様 

 

7月8日（火） 9:30～

11:00 

赤ちゃん広場 

体重測定や助産師に発育相談ができます。 

対象/0 歳～18 か月、出産予

定の人 

定員/先着 10 組 

（受付 9:00～10:30） 

持ち物/母子手帳、バスタオル 

7 月 18 日

（金） 

15:30～

16:00 

ギネス世界記録からの挑戦状！2025 夏 

30 秒でキャップをかぶる挑戦、30 秒でフ

ライ返しを使って洗濯ばさみをすくう挑戦

などの記録に挑戦できます。 

対象/小学生 

定員/16 名 

（当日先着順、受付 15:00

～） 

料金 無料 

※行事の内容等を変更する場合があります。開館状況、イベント実施状況など詳しくは、ホームペー

ジをご覧いただくか、電話にてお問合せください。 

 

 

問合せ先 こども子育て交流プラザ  ３３０－５０２０  FAX ３３４－０６０６  

HP: https://cocoplaza-yokkaichi.jp/ 

所在地：東新町２６番３２号 橋北交流会館４階 
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■ 募集内容  

地域マネージャー［会計年度任用職員（フルタイム）］ 

■ 募集人数  

２人 

■ 職務内容  

地区市民センターにおける地域社会づくりに関する業務 

■ 任期    

令和 7 年 10 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日（年度更新 最長５年） 

■ 勤務地   

常磐地区市民センター、小山田地区市民センター 

■ 主な受験資格 

次の要件を全て満たす人 

①昭和 35 年 10 月 2 日以降に生まれた人 

②これまでに地域活動に取り組んだ経験がある人 

③地域社会づくりに深い認識と理解を持ち、自ら積極的に取り組む意欲がある人 

④民間企業等で職務経験がある人。ただし、公務員（正規任用職員）は任用開始日において、

退職後 3 年以上経過していること 

  ⑤夜間、休日の会議、行事等への参加が可能な人 

  ⑥地方公務員法第 16 条に定める欠格条項に該当しない人 

  ⑦外国籍の場合、永住者または特別永住者の在留資格を有する人 

  ⑧普通自動車免許を有する人 

  ⑨四日市市に在住する人 

■ 募集期間  

令和 7 年 7 月１日（火）～7 月 18 日（金）（必着） 

■ 応募方法  

市民生活課、各地区市民センターにある募集要項の所定の用紙に必要書類を添え、市役所 5 階

市民生活課へ郵送または直接お持ちください。持参の場合は、月曜日から金曜日（祝日を除く）

の 8：30 から 17：15 までにお願いします。 

■ 問い合わせ先  

市民生活課 ☎354-8146 

 

 

地域マネージャーの募集 

６ 
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受講者募集  令和７年度四日市市民大学 
四日市市民大学は、四日市市在住、在勤、在学の方ならどなたでも受講していただける講座

です。1,600 円～2,500 円の受講料でテーマ別に４つのコースがあり、複数コースの受講も

可能です。詳しくは、広報よっかいち６月下旬号または市ホームページをご覧ください。 

コース・講座名 日程 会場 

A 
超高齢社会の中で、健康寿命を延ばし 
これからの人生を有意義に生きる 

【企画運営：（一社）100歳大学】 

土曜日・祝日 
13：30～15：30 
9/15～2/7 

全 8回 

総合会館 7階 
第１研修室 

B 

アドラー心理学に学ぶ 
人生を変える思考の切り替え方 
少しの勇気で人生は変わる 
【企画運営：NPO 法人日本メンタルヘルスの会】 

土曜日・日曜日 
14:00～15:30 
8/30～2/28 

全 8回 

総合会館 8階 
視聴覚室 

C 
知への誘い２０２５ 

【企画運営：四日市大学】 

土曜日 
10：00～11：30 
11/1～11/29 

全 5回 

じばさん 4階 
視聴覚室 

D 
21 世紀ゼミナール 生活を科学する 

【企画運営：三重大学北勢サテライト】 

土曜日 
13:30～15:30 
8/23～11/22 

全 5回 

ユマニテク 
プラザ 3階 
研修室 300 

 

  

 

 

 

 

 

  申込期間 令和７年６月 20日（金）～７月１８日（金）≪必着≫ 

 

【問い合わせ】市民生活課 ☎３５４－８１４６ 

＼詳しくはこちら／ 

検索  四日市市民大学 

① 申し込み専用はがき 
市民生活課（市役所５階）、各地区市民センターなどに配架の講座案内（専用はがき付）
よりお申込みください。 
 

② 専用フォーム 
専用フォーム（https://logoform.jp/f/2a5XK）からお申し込みください。 

申込み方法 

 

 

四日市市では、市民の皆さんに消費をはじめ生活全般に関して役立つ知識をお伝えするため、消費

者講座を開催しています。 

第２回は、還付金詐欺や架空請求といった特殊詐欺について、その手口と対策をわかりやすくお話

しいただきます。 

■日時   ７月１６日（水）１４：00〜1５：30 

■場所   四日市市総合会館７階 第 1 研修室 

■講師   四日市北警察署 生活安全課 

■テーマ  「特殊詐欺の手口と対策」 

■定員   ５０名（事前申込不要） 

■参加料  無料 

■事務担当 市民・消費生活相談室 ☎354-8147 

 

 

第２回消費者講座「特殊詐欺の手口と対策」を開催します！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富田地区市民センター ３６５－１１４１ 
富田地区公式ホームページ ｈｔｔｐｓ：//ｔｏｍｉｄａ．ｏｒｇ/ 

 ※災害・感染症等により、内容の変更や中止をする場合がありますので、ご了承ください。 

８ 

  

 
 
窓口への来庁が困難で在宅している人にカードを取得いただくために、事前予約制により出張

申請受付を実施いたします。 
（１）福祉施設、企業等 

市内に住民登録がある新規申請希望者が５人以上見込まれる福祉施設等を 
対象に、委託業者と市職員が指定の場所などを訪問し、申請手続きを一括し 
て行います。 

（２）戸別訪問 
市内に住民登録があり、マイナンバーカードを初めて申請する人で、次の 
いずれかに該当する人など。 
① 要介護１～５の認定を受けている、外出が困難な人 
② 身体障害者手帳１・２級又は療育手帳Ａ、精神障害者保健福祉手帳１級 

を持っている、外出が困難な人 
（３）手続きの概要  

① 申込希望者から予約 
② 必要書類等の確認 
③ 委託業者と市職員訪問 
④ 写真撮影・申請受付 
⑤ カードを郵送 

※申請後、カードが届くまでに１～２か月かかります。 
  
問い合わせ先 
    出張申請の申し込みやその他マイナンバーカードに関わる予約ご相談は 

マイナンバーカードコールセンター ☎0120−000-396 まで。 
 

 

民生委員児童委員ってなぁに？ 

地域住民が安心して過ごせるように一人暮らしの高齢者や支援を必要とする方を訪問す

る「見守り活動」をしています。児童委員の役割も兼ねているので、子どもの見守りや子育

てについても相談にのっています。委員が直接解決するのではなく、適切な関係機関やサー

ビスへつなぐ『つなぎ役』として活動しています。 

 

民生（たみお）クイズ‼ 

四日市市の民生委員児童委員のキャラクター「民生（たみお）」には 

四日市市に由来する特徴が３つあるよ。答えは来月号で 

 

民生
た み お

のつぶやき 

 

マイナンバーカードの出張申請受付について 
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◆ ６月 2 日 都市緑化に貢献された方々の表彰式がありました ◆ 

富田一丁目の奥田勝生さんは、長きにわたって十四川と環

境を守る会の中心メンバーとなって 600 本近い桜並木をお

世話されてきました。その功績が評価されて、都市緑化関係功

労者のひとりとして四日市市から表彰されました。おめでと

うございます！ やさしげで華やかなソメイヨシノは、一方で

害虫や菌類への抵抗力が弱い樹木です。老木の多い十四川の

桜が毎年春を告げて私たちの目を楽しませてくれるのは奥田

さんをはじめ十四川と環境を守る会の皆様の１年を通しての

活動のおかげ。いつもありがとうございます。 

 

◆ ６月７日 避難所運営委員会の勉強会が開かれました ◆ 

大災害の際には、富田地区内に 5 カ所(※)の避難所が

開設されます。各地区の代表者が出席して、いざという

時に円滑な運営ができるように勉強会が開かれました。

今回は災害時のボランティアセンター（VC）について

も講演がありました。VC はボランティアを「したい人」

と「してほしい人」をつなぐのが役割とのこと。いざと

いう時は心強い支援があることが判りました。 

※5 カ所の避難所とは、 

１）市民センター、２）富田小学校、３）富田中学校、４）四日市高校、５）北星高校 です。 

 

●マネージャーのひとり言 ～～～ 最近クルマのナンバーが気になります。覚えやすいナ

ンバー、縁起のいいナンバーなど様々あるようで。よく見るのは「1122」いい夫婦、「1188」

いい母・いいパパ、「2525」ニコニコですかね。 「358」縁起のいいナンバーらしい、「5678」

４と９がない、なども。 Ｂｚのファンは松本ナンバーの「178」稲葉を欲しがるそうな。  

奥が深いですね～。私はどうだって？ 無事故だった前車のナンバー「717」を引き継いだ

だけ。「つまんねえやつだなあ～」ってか    

 


